
桐生市景観計画 景観形成銹導基準における色彩基準

1. 定績

色彩基準は、 マンセル表色系(JIS'lB721)により設定する。 このほか、 使用する用語の定義は次のと

おりとする。

基準色：使用が許容される色の範囲の基準C

推奨色：基準色のうち、 桐生市として使用を推奨する色の範囲＾

アク セ ント基準色：アクセントとして、 基準色とは別に、 別に定める割合を超えず、 かつ必要最小限

の範囲において使用が許容される色の範囲の基準。

2. 色彩基準

2-1 色彩基準

(1)屋根
「基準色」「推奨色」を次のとおり設定する。

■基準色 色相
無彩色 N

�0.1砥4.9YR. 
有彩色 碑10mo. lY~4.9Y 

5Y~10Y直GmB田P,田

霊有彩色 5YR---l_oXR, 0. lY~4.9Y 

(2)壁面・エ作物

明度
1. 5以上～7.0未滴
1.5以上～6.0未満
1. 5以上～7.0未満
1. 5以J-.~6. 0末滴

明度
1. 5以上～6.0未滴
1. 5以上～6. 0未満

彩度

5.0未満
5.0未満
2. 5未演

彩度

2.5未満

壁面及び工作物の色彩基準については、 桐生市景観計画第4章で設定する「景観形成誘導基準に関す

るゾーンの分類」に対応して設定する。

①「商業地景観ゾーン」及び「沿道市街地景観ゾーン」

「基準色「推奨色」「アクセント基準色」を次のとおり設定する。

●基準色 色相 明度 彩度

無彩色 N 2.5以上～9.0未油

R 2.5以上～9.0未満 3.0�油

0. lY応4.9YR 2.5以上～9.0未満 4.0未滋

有彩色 碑10訳0.lY:~4.9Y 2.5以上～9.0未満 5.5木満

成～1成0{ 2. 5以上～9.0未滴 3.0未満

G mBm P,田 2. 5以上～9.0未満 2. 0未満

●撞霙色 色相 明度 彩度

無彩色 N 2.5以上～8.5未満
R 7.0以卜． ～8.5未満 2.0未満

有彩色
3. 5以上～7.0未満 3.0未漑

O. lYR-、4.9YR
7.0以上～8.5未満 2. 0未演
3.5以上～7.0未満 3.0未満








